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J-5　介達牽引（腰痛症）
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○ 取扱い

原則として、腰痛症に対しての介達牽引は認められる。

○ 取扱いの根拠

腰痛症に対する介達牽引は教科書にも有効な治療法として記載されて

いる。

○ 留意事項

原則として、腰痛症に対して介達牽引は認められるが、急性期や筋膜性

腰痛症等には症状を悪化させることがあるので、事例によっては適応とな

らない場合もある。


